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業務の適正を確保するための体制（内部統制システムに関する事項） 
の⼀部改定に関するお知らせ 

 
 当社は、平成27年4⽉15⽇開催の取締役会において、「業務の適正を確保するための体制」を⼀
部改定することを決議しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

主な改定内容は、監査に関する体制について法令の改正に合わせて具体的な表現に⾒直したこと
及び当事業年度より⾮連結決算に移⾏したことに伴い当社企業集団における業務の適正を確保す
るための体制について、その内容を⾒直したことであります。（改定箇所を下線で⽰しております。） 

 
記 

 
業務の適正を確保するための体制（平成 27 年 4 ⽉ 15 ⽇改定） 

 
（１）当社の取締役及び使⽤⼈の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
（会社法第 362 条第 4 項第 6 号、会社法施⾏規則第 100 条第 1 項第 4 号） 
① 当社取締役及び使⽤⼈は、当社が定める企業理念及び⾏動規範に則り、法令及び定款等の遵守

はもとより、企業の社会的存在意義を踏まえた社会から求められる価値観、倫理観を堅持する。 
② 当社は、代表取締役社⻑直属の組織として内部管理担当を設け、当該組織の⻑を内部監査実施

者に選定する。この社内組織化された内部監査実施者は、業務執⾏組織から独⽴した視点で、
取締役及び使⽤⼈の法令及び定款等に係る遵守状況についての監査を実施する。 

③ 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程の定めるところにより、法定事項並びに業務執⾏に
係る各種事項を適宜適切に決定⼜は承認し、取締役会を構成する各取締役は、互いの職務執⾏
状況を監視する。また、独⽴性の⾼い社外取締役を選任する。 

④ 当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る発⽣事実についての通報窓⼝を社内に設ける
とともに、社外の弁護⼠を直接の情報受領者とする外部通報窓⼝を設置する。 

⑤ 当社は、「内部者取引管理規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底するとともに、適
宜適切な情報開⽰に努め、インサイダー取引を防⽌する体制を整備する。 

⑥ 当社は、反社会的勢⼒との関係を根絶することを基本的な⽅針としており、⾏動規範において
「反社会的勢⼒には毅然とした態度で対応し、利益供与は⼀切⾏わない」旨を定め、また、所
轄警察署、弁護⼠等の外部専⾨機関との協⼒体制を維持強化している。  

 
 



（２）当社の取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制 
（会社法施⾏規則第 100 条第 1 項第 1 号） 
① 取締役の職務の執⾏に係る以下の情報の保存及び管理は、関係法令及び関連する社内規程等に

従い、適切な保存を⾏うとともに、必要に応じて閲覧可能な状態での管理を⾏う。 
イ．株主総会議事録・取締役会議事録及び関係資料 
ロ．取締役及び重要な使⽤⼈が主催する重要な会議の議事録及び関係資料 
ハ．稟議書及び附属書類等、取締役の職務の執⾏に係る重要な⽂書 

② 上記以外の重要書類の保存及び管理については、関係法令等に従い、所管部署ごとに適切に保
存及び管理する。 

③ 取締役の職務の執⾏に係る情報及びその他の重要情報の保存を電磁的⽅法により⾏う場合のバ
ックアップ体制を構築する。また、構築したバックアップ体制の強化を継続的に実施する。 

 
（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（会社法施⾏規則第 100 条第 1 項第 2 号） 
① 危機管理規程を制定し、損失の危険を回避するための諸施策を講じる。また、損失の危険が現

実化した場合、迅速かつ適切な対応を⾏う。 
② 事業の遂⾏に伴い発⽣する可能性のあるリスクは、当社を構成するチーム及び担当ごとに継続

的な考察を実施し、その結果を GM 会議（注）及び取締役会に報告する。 
③ 企業活動の継続性（Business Continuity Plan）の観点から、⼤規模災害時等における全社的

な対応の可能性を検討する。 
（注）GM 会議とは、社⻑、業務執⾏取締役、グループ⻑、グループ内チーム⻑による定例会議で
あります。 
 
（４）当社の取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制 
（会社法施⾏規則第 100 条第 1 項第 3 号） 
① 当社は、取締役の業務執⾏の効率化を実現するため、職制、組織、業務分掌、職務権限等を定

めた各種規程を定める。 
② 当社は、原則としてすべての取締役及び社外監査役が出席する定例取締役会を毎⽉１回開催し、

取締役の職務執⾏状況報告を⾏う。 
③ 取締役会は、代表取締役、社⻑及び役付役員を選定することで各取締役の職責を明確にする。

また、主要事業部⾨を統括する役員を選定し、業務執⾏に係る責任の明確化を図る。 
④ 当社は、経営上の重要事実に係る各種情報の共有を⽬的として、GM 会議に関してもすべての

取締役が出席することを原則とするとともに、稟議書につき社内取締役の承認回覧及び社外取
締役の閲覧を実施するものとする。 

⑤ 当社は、代表取締役社⻑の指⽰の下、毎期⾸において取締役会の承認を経た中期経営計画を策
定し、職務執⾏の指針とする。 

 
（５）当社並びにその親会社及び⼦会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
（会社法第 362 条第 4 項第 6 号、会社法施⾏規則第 100 条第 1 項第 5 号） 
現在、⼦会社に該当するものは存在しないが、将来において⼦会社等を設置する場合には、⼦会社
管理規程に基づき、必要な体制等を整備する。 
 



（６）当社の監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合における当該使⽤⼈に
関する事項及び当該使⽤⼈の取締役からの独⽴性に関する事項並びに当該使⽤⼈に対する監査役
の指⽰の実効性の確保に関する事項 
（会社法施⾏規則第 100 条第 3 項第 1 号、第 2 号、第 3 号） 
① 当社は、監査役が職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、監査

役補助者として適切なものを任命することとする。 
② 当社は、監査役補助者の独⽴性を担保するため、その任命、解任等独⽴性に係る各種案件につ

き、監査役会と協議の上、決定するものとする。 
 
（７）当社の取締役及び使⽤⼈が監査役に報告するための体制 
（会社法施⾏規則第 100 条第 3 項第４号イ） 
① 監査役は、取締役や使⽤⼈から以下の事項につき報告を受けるものとする。 

イ．定期的に報告を受ける事項 
・経営・事業及び財務の状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況 

ロ．臨時に報告を受ける事項 
・経営に係る重要な発⽣事実 
・取締役の職務執⾏に係る不正⾏為、法令・定款に違反する重要な発⽣事実 

② 監査役は、上記の情報を適切に⼊⼿するため、取締役会に出席する。また、常勤監査役は、経
営上重要性の⾼い社内会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類の閲覧を実施する。 

③ 内部通報窓⼝への通報内容が監査役の職務の執⾏に必要な場合は速やかに監査役に報告する。 
 
（８）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制 
（会社法施⾏規則第 100 条第 3 項第 5 号） 
前号の報告を⾏った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないよう「内部
通報に関する規程」に基づき、当該報告者を適切に保護する。 
 
（９）当社の監査役の職務の執⾏について⽣ずる費⽤⼜は債務の処理に係る⽅針に関する事項 
（会社法施⾏規則第 100 条第 3 項第 6 号） 
監査役が、その職務の執⾏について⽣じる費⽤の前払い⼜は債務の処理等の請求をしたときは、
「株式会社アクセル監査役監査基準」に基づき、速やかに当該費⽤⼜は債務を処理する。なお監査
役は、当該費⽤の⽀出に当っては、その効率性及び適正性に留意するものとする。 
 
（10）その他当社の監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制 
（会社法施⾏規則第 100 条第 3 項第 7 号） 
① 取締役は、取締役及び使⽤⼈に対する監査役監査の重要性を認識し、監査役監査の環境を整備

するよう努める。 
② 当社は、監査役と代表取締役との定期的な会合の開催、業務執⾏取締役との会合の開催、使⽤

⼈等からの⾯談機会の設定、会計監査⼈との定期的な意⾒交換機会などを設け、監査役が必要
とする情報収集を⾏える体制を確保する。 

 
 



（11）財務報告の信頼性を確保するための体制 
 当社は、財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の基本⽅針及び各種規程
を定め、全社的な内部統制及び個別業務プロセスの統制システムを整備し、これを運⽤する。また、
その仕組みの有効性の評価を⾏い、継続的な改善を実施する。 
 
（注） 会社法施⾏規則第 100 条第 1 項第 5 号イから⼆及び第 100 条第 3 項第 4 号ロに掲げる事

項については、取締役会決議⽇（平成 27 年 4 ⽉ 15 ⽇）現在、⼦会社が存在しないため決
議は⾏っておりません。 

 
以 上 


